
証券コード：6203

開催日時
2024年６月26日（水曜日）
午前10時（受付開始 午前9時）

開催場所
名古屋市中区栄二丁目10番19号
名古屋商工会議所　３階　第５会議室

議　　案
第１号議案　剰余金処分の件
第２号議案　取締役（監査等委員である取
　　　　　　締役を除く）2名選任の件

第186期　定時株主総会

招集ご通知



株主の皆様には、平素より格別のご理解とご支援を賜り、厚
くお礼申しあげます。

ここに第186期定時株主総会招集ご通知をお届けいたしま
す。

当社では、2022年度よりスタートした中期経営計画に基づ
き、事業ポートフォリオ戦略の見直し、各事業における成長領
域への人的資本や資金の投入、部門横断的な生産プロセス改革
等に注力し、株主様をはじめステークホルダーの皆様に評価い
ただける企業価値向上の実現に努めております。

また、ものづくりの未来の発展に貢献していくため、透明性
の高い企業統治の下、環境課題の解決や社会との調和にも意欲
的に取り組んでまいります。

株主の皆様には、今後とも一層のご支援とご協力を賜ります
ようお願い申しあげます。

2024年６月
代表取締役社長

塚本 高広

経営の基本方針

顧客、株主、取引先、従業員の信頼と期待に応えるため、収益力の向上を図ることにより企
業価値を高めることを経営の基本としており、株主への利益還元と顧客に満足される製品を
提供することを重要な経営目標と位置付けております。

行動規範

「ものづくりを通じて、社会に貢献し、企業価値の向上を目指します」
一．より良い商品とサービスを提供し、顧客の期待と信頼に応えます
一．コンプライアンスを重視し、社会から信頼される会社であり続けます
一．議論・対話を尽くし、活力ある企業風土を醸成します

ごあいさつ

経営理念
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株 主 各 位 証券コード 6203
2024年６月10日

(電子提供措置の開始日 2024年5月24日)
愛知県清須市須ケ口1900番地１

代表取締役社長 塚本高広

当社ウェブサイト
https://www.howa.co.jp/

株主総会資料　掲載ウェブサイト
https://d.sokai.jp/6203/teiji/

第186期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、当社第186期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置
をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアク
セスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「ＩＲ情報」「ＩＲライブラリー」「株主総会関連資料」
を順に選択いただき、ご確認ください。）

また、電子提供措置事項は、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認
ください。

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「豊和工業」または「コード」に当社証

券コード「6203」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株
主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認ください。）
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記
１. 日　　時 2024年６月26日（水曜日）午前10時（受付開始 午前9時）

２. 場　　所 名古屋市中区栄二丁目10番19号
名古屋商工会議所　３階　第５会議室

３. 目的事項 報告事項 １．第186期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第186期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）
計算書類報告の件

決議事項 第１号議案　剰余金処分の件
　　　　　　　※上程概要：当社普通株式1株につき金20円の配当
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）2名選任の件
　　　　　　　※候補者名：塚本 高広（再任）、北村 誠（新任）

４. 招集にあたっての
決定事項

(1) 書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示が
ない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

(2) 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を代理人として株主総
会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますので、ご了承
ください。

なお、当日のご出席に代えて、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数なが
ら株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権の行使をしてくださいますようお願い申しあげます。
【書面（郵送）による議決権行使の場合】

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2024年６月25日（火曜日）午後５時までに到着するよ
うご返送ください。
【電磁的方法（インターネット等）による議決権行使の場合】

当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://www.web54.net）にアクセスしていただき、画面の案内に従っ
て、2024年６月25日（火曜日）午後５時までに、議案に対する賛否をご入力ください。なお、インターネット等に
よる議決権行使に際しましては、「電磁的方法（インターネット等）による議決権行使のご案内」をご確認ください
ますようお願い申しあげます。

敬　具

以　上
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◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
◎当日の受付開始は午前9時を予定しております。
◎当日、当社係員は、ノーネクタイの軽装（クールビズ）にて対応させていただきます。株主の皆様におかれま

しても、軽装にてご出席くだきいますようお願い申しあげます。
◎株主総会にご出席の株主の皆様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申し

あげます。
◎決議のご通知につきましては、送付せず株主総会終了後に、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載いた

します。
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前およ

び修正後の事項を掲載いたします。
◎書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送りいたしますが、当

該書面は、法令および当社定款第17条第2項の規定に基づき、次に掲げる事項を除いております。
①　連結計算書類の「連結注記表」
②　計算書類の「個別注記表」
したがいまして、当該書面に記載しております連結計算書類および計算書類は、会計監査人および監査等委員
会が会計監査報告書および監査報告書の作成に際して監査した連結計算書類および計算書類の一部でありま
す。

◎インターネットを利用することが困難等により、電子提供措置事項の確認ができない株主様で、電子提供措置
事項の確認を希望される場合は、当社までお問い合わせください。

　　豊和工業株式会社　総務人事部　総務課　電話番号：052-408-1116（受付時間　平日　9時～17時）

　なお、書面交付請求を希望される場合は、株主様の口座を開設している証券会社もしくは、株主名簿管理人で
ある三井住友信託銀行までお問合せください。

　　三井住友信託銀行株式会社　証券代行部　電話番号：0120-533-600（受付時間　平日　9時～17時）
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株主総会へご出席されない場合

書面（郵送）による議決権行使

行使期限 2024年6月25日（火曜日）午後5時到着分まで

議決権行使書用紙に各議案の賛否をご表示いただき、上記行使期限までに到着するようご返送
ください。

電磁的方法（インターネット等）による議決権行使

行使期限 2024年6月25日（火曜日）午後5時行使完了分まで

次頁の案内に従って、各議案の賛否を、上記行使期限までに入力してください。

株主総会へご出席される場合

日時 2024年6月26日（水曜日）午前10時　※受付開始 午前9時

場所 名古屋市中区栄二丁目10番19号
名古屋商工会議所　3階　第5会議室

議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。

議決権行使についてのご案内

　株主総会参考書類をご検討いただき、以下のいずれかの方法により、議決権をご行使くださいますよう
お願い申しあげます。
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QRコードを読み取る方法「スマート行使」
議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見本

見本

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。
※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

１

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使
書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願い
いたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。２

※議決権行使書はイメージです。

議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。１

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。４

議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力
ください。

２

議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力
ください。

３

議決権行使ウェブサイト https://www.web54.net

「次へすすむ」をクリック

「議決権行使コード」を入力

「ログイン」をクリック

「初期パスワード」を入力

実際にご使用になる新し
いパスワードを設定して
ください

「登録」をクリック
書面（郵送）およびインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱
いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいた
します。

【インターネット等議決権行使に関するお問合せ】
　　三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付時間　9：00～21：00）

【機関投資家の皆様へ】
　　株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームのご利用を事前に申し込まれた場合は、当該プラットフォームにより議決権を行使い
　　ただけます。

電磁的方法（インターネット等）による議決権行使のご案内
行使期限　2024年6月25日（火曜日）午後5時入力完了分まで
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第１号議案 剰余金処分の件

配当財産の種類 金銭
配当財産の割当てに関する事項
およびその総額

当社普通株式1株につき金 20円
配当総額 240,949,120円

剰余金の配当が効力を生じる日 2024年6月27日

株主総会参考書類

　剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項
　当社は、工作機械を中心に受注生産を行っており、国内外の景気変動などによる設備投資動向に受注が左右され、
業績は年によってかなりの幅で変動するため、中長期的な観点から安定的、継続的な配当の維持を基本としつつ、利
益が増加した場合は、配当性向３０％（１株につき配当２０円以上）を目標として、株主還元を強化する方針として
おります。
　当期の期末配当につきましては、当期の業績、当社グループを取り巻く経営環境、将来の事業展開に備えた内部留
保、安定配当の継続等を総合的に勘案し、以下のとおりとさせていただきたく存じます。

<ご参考＞

30

20

10

0

20 20 20 20

第183期 第184期 第185期 第186期
（予定）

（単位：円）配当金の推移
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第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）2名選任の件

候補者
番　号 氏　名 現在の当社における地位・担当 当期取締役会

出席率 属　性

1
つ か

塚
も と

本
 

　
た か

高
ひ ろ

広 代表取締役社長
事業部門長 100％ 再 任

　

2
き た

北
む ら

村
 

　
 

　
まこと

誠 総務人事部長
兼法務室長 － 新 任

　

再 任
　
再任取締役候補者 新 任

　
新任取締役候補者

　取締役（監査等委員である取締役を除く）4名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
　つきましては、コーポレートガバナンスの向上および機動的な意思決定を行うことを目的として2名減員し、取締
役（監査等委員である取締役を除く）2名の選任をお願いしたいと存じます。
　本議案が原案どおり承認可決された場合、社内取締役の員数は現任の5名から3名に減少し、社外取締役の員数は
変わらず3名となるため、取締役全体に占める社外取締役の割合は5割となります。
　なお、本議案に関しましては、監査等委員会は、全ての取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者について
適任であると判断しております。
　取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者は次のとおりであります。
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候補者番号 つ か

塚
 

 
も と

本
 

　
た か

高
 

 
ひ ろ

広
(1954年７月27日生)　性別：男

所有する当社の株式数 30,366 株
取締役会出席状況 12/12 回　1

再　任
　

略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）

    1978年    11月 当社へ入社
    2003年    6 月 当社機械事業部営業グループ部長
    2003年    12月 ホーワマシナリーシンガポール株式会社取締役社長
    2004年    5 月 当社機械事業部工作機械グループ部長
    2005年    6 月 当社取締役機械事業部工作機械グループ営業担当部長
    2007年    6 月 当社取締役機械事業部長
    2011年    6 月 当社常務取締役事業部門長兼機械事業部長
    2015年    6 月 当社専務取締役事業部門長
    2016年    6 月 当社代表取締役社長兼事業部門長
    2017年    4 月 当社代表取締役社長兼事業部門長兼特装車両事業部長
    2018年    7 月 当社代表取締役社長兼事業部門長（現任）

当社との特別の利害関係

取締役候補者とした理由
塚本高広氏を取締役候補者とした理由は、入社以来、主に事業部門の営業関連業務に従事
し、海外現地法人の取締役社長を務める等、グローバルな事業経営に関する見識と豊富な
職務経験を有することを踏まえ、引き続き取締役として適任と判断しました。

塚本高広氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

（注）当社は保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約
を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告「２．(3)会社役員の状況」
に記載のとおりです。塚本高広氏が取締役に選任され就任した場合には、引き続き、当
該保険契約の被保険者に含められることとなります。

　　  また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
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候補者番号 き た

北
 

 
む ら

村
 

　
ま こ と

誠
(1978年１0月26日生)　性別：男

所有する当社の株式数 － 株
取締役会出席状況 － 回　2

新　任
　

略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）

2012年    8 月 当社へ入社
2021年    7 月 当社法務室長兼新基幹システムプロジェクト推進室長
    2023年    1 月 当社総務人事部次長兼法務室長
    2023年    7 月 当社総務人事部長兼法務室長（現任）

当社との特別の利害関係

取締役候補者とした理由
北村誠氏を取締役候補者とした理由は、入社以来、主に法務、情報システム、
総務、人事関連業務に従事し、管理部門全般に関する幅広い見識と豊富な職務
経験を有することを踏まえ、取締役として適任と判断しました。

北村誠氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

（注）当社は保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約
を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告「２．(3)会社役員の状況」
に記載のとおりです。北村誠氏が取締役に選任され就任した場合には、当該保険契約の
被保険者に含められることとなります。

　　  また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

－ 11 －



区　分 氏　名

専門性と経験

財務・会計 企業経営
法務

コンプライ
アンス

リスク管理
グローバル

営業
マーケテ
ィング

研究開発
ICT
DX

人事
労務

人材開発

ESG
サステナ
ビリティ
SDGｓ

取 締 役
塚 本 高 広 ● ● ● ● ● ● ●

北 村 　 　 誠 ● ● ● ● ● ●

取 締 役
(監査等委員)

牧 野 康 二 ●

渡 邉 一 平 ●

金 剛 宣 邦 ● ● ● ●

田 中 雅 子 ● ● ● ●

(ご参考)

　取締役のスキルマトリックス
　第2号議案が原案どおり可決されますと、当社の取締役の主な専門性と経験は次のとおりとなります。

　取締役候補者の選任の方針および手続
●取締役（監査等委員を除く）の選任方法および手続き
　取締役（監査等委員を除く）の評価方法については、下記の方法により、公正で納得性の高い評価を行っ
ております。

・代表取締役社長との定期的な面談による評価
・取締役（監査等委員）との面談による評価
・過半数が社外取締役で構成される指名報酬委員会においての評価

　取締役（監査等委員を除く）の選任にあたり、代表取締役社長は、これらの評価に基づいて各取締役（監
査等委員を除く）の再任の可否や、新任取締役（監査等委員を除く）登用の際には執行役員を含む経営幹部
の中から候補者を選任すべく検討を行った上で、取締役会に次期取締役(監査等委員を除く）体制を提案し
ております。

●取締役（監査等委員）の選任方法および手続き
　取締役（監査等委員）の選任にあたり、代表取締役社長は、指名報酬委員会の評価に基づいて候補者を選
任すべく検討を行った上で、取締役会に次期取締役(監査等委員）体制を提案しております。
なお、経営の監査・監視を適切に行えるよう、求められる資質を次のとおりとしております。
　企業経営あるいは、財務、会計、法務などの高い専門性を有する者

以上
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（2023年 4月  1日から
2024年 3月31日まで）
事　 業　 報　 告

1．企業集団の状況
(1) 事業の経過およびその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、個人消費の持ち直しや企業収益の改善がみられ、緩やかな回復基調
で推移しました。しかしながら、継続的な物価上昇や外国為替相場における大幅な円安の進行、中国経済の
先行き懸念 などによる景気後退リスクに注視する必要があり、先行き不透明な状況が続いております。
当社グループに関連する業界では、工作機械業界は内需、外需ともに受注総額の前年同月比割れが続くなど

調整 局面が続いております。また、防衛装備品に関しては、世界的な安全保障状況の変化に対応して政府よ
り防衛産業 基盤強化策が打ち出されました。
このような状況の下、当社グループでは、営業活動の強化と生産性の向上などによる採算性改善に取り組み

ました。また、防衛産業基盤強化と今後の防衛省からの20式5.56ｍｍ小銃の増産要求に応えることを目的と
して、製造ラインの増設を進めております。

当社グループの事業別の状況は次のとおりです。

工作機械は、主要顧客である自動車関連業界における設備投資需要が増加したことなどから、前期に比べ、
売上高は４３％増の５０億６千万円となりました。受注残につきましては、内燃機関向け、ⅹEV（電動車）
関連向け共に設備投資需要を受けるも、5％減の２８億４千万円となりました。
空油圧機器は、チャックが自動車業界からの受注が減少し、販売が低調に推移したことから、前期に比べ、

売上高は１３％減の１４億２千万円となり、受注残につきましても、３２％減の３億２千万円となりまし
た。
電子機械は、主な市場である中国において主力製品のセラミック積層装置の需要が減少し、販売が低調に推

移したことから、前期に比べ、売上高は８７％減の１億６千万円となりました。受注残につきましては、売
上げが２０２５年３月期にずれ込む案件などにより、２４１％増の５億１千万円となりました。
工作機械関連全体としましては、前期に比べ、売上高は３％増の６６億５千万円となり、受注残につきまし

ては１％増の３６億８千万円となりました。

火器は、海外向けスポーツライフルの売上が減少したものの、国内では防衛省向け装備品の売上が増加した
ため、前期に比べ、売上高は１３％増の４４億６千万円となりました。受注残につきましては、防衛省向け
装備品の受注が好調に推移するも、海外向けスポーツライフルの需要減速により、３１％減の２２億７千万
円となりました。

特装車両は、トラックシャシの入手遅延により路面清掃車の販売台数が減少したため、前期に比べ、売上高
は２９％減の１８億７千万円となりました。受注残につきましては、産業用清掃機は昨年並みとなるもの
の、路面清掃車がトラックシャシの入手遅延の影響が無くなり、７３％増の８億円となりました。

建材は、防音サッシ、一般サッシ、防水製品の売上が増加したため、前期に比べ、売上高は１６％増の３１
億６千万円となりました。受注残につきましては、防音サッシの受注が減少したことにより、前期に比べ、
２％減の７億７千万円となりました。
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不動産賃貸、鉄鋼など上記以外の事業は、前期に比べ、売上高は８％減の３６億２千万円となり、受注残に
つきましては、２５％減の６億円となりました。

以上の結果、当連結会計年度は、前期に比べ売上高は、特装車両が減少したものの、工作機械関連、火器、
建材は増加したため、前期と同水準の１９７億８千万円となり、受注残については、９％減の８１億４千万
円となりました。
損益につきましては、火器は、防衛省向け装備品の売上増加により増益となり、建材は防音サッシ、一般サ

ッシの売上が増加したことにより赤字幅が縮小しました。一方、工作機械関連では、工作機械の売上が増加
したことにより採算性が改善しましたが、空油圧機器、電子機械の販売が低調に推移したことにより、工作
機械関連全体では赤字幅が拡大しました。さらに特装車両はトラックシャシの入手遅延による路面清掃車の
販売台数減少および操業度低下による原価高で赤字となりました。
この結果、営業利益は３億８千万円となりました。また、営業外収益に受取配当金などを計上した結果、経

常利益は４億６千万円となり、特別損失に減損損失を計上した結果、親会社株主に帰属する当期純損失は８
億７千万円となりました。

(2) 対処すべき課題
当社では、中期経営計画最終年度の目標として、連結売上高２４８億円、連結営業利益２０億円を達成すべ

く取り組んでまいりましたが、工作機械関連事業におきまして、主要な顧客である自動車関連業界や中国か
らの受注回復は不透明な状況が続くことが予測され、中期経営計画最終年度となる２０２５年３月期は、連
結売上高２４１億円、営業利益７億円と厳しい業績を予想しております。
このような状況のもと、当社グループといたしましては、事業環境の大きな変革期であると認識のもと、強

弱をつけた経営資源の投入による経営効率の最適化により、事業環境の変化に適応した事業基盤を構築して
まいります。
さらには、高品質で多様な製品・サービスの提供を通じて、持続可能な社会の実現と当社自身の持続的な成

長を両立させ、ものづくりの未来の発展に貢献していくため、透明性の高い企業統治のもと、環境課題の解
決や社会との調和にも意欲的に取り組んでまいります。

株主の皆様には、今後とも一層のご支援とご協力を賜りますようお願い申しあげます。

(3) 設備投資の状況
　当連結会計年度中において実施いたしました企業集団の設備投資の総額は１０億７千万円で、その主なもの
は次のとおりであります。
　　　火器事業　　　当社本社工場　　　火器製造用設備の増設

(4) 資金調達の状況
　当社は、2023年12月に火器事業部の銃製造ラインの増設資金として、取引銀行5行と総額23億円の実行可
能期間付タームローン（コミットメント型）契約を締結、当連結会計年度に17億円の資金調達を行いまし
た。
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区 分 第 183 期
(2021年3月期)

第 184 期
(2022年3月期)

第 185 期
(2023年3月期)

第 186 期
(当連結会計年度)
(2024年3月期)

売 上 高(百万円) 18,765 19,697 19,738 19,786
親 会 社 株 主 に 帰 属
す る 当 期 純 利 益
又は親会社株主に帰属
する当期純損失(△)

(百万円) 968 1,062 524 △873

1 株 当 た り
当 期 純 利 益
又 は 1 株 当 た り
当 期 純 損 失 ( △ )

(円) 78.18 86.08 43.56 △72.49

総 資 産(百万円) 26,461 27,673 27,623 30,289
純 資 産(百万円) 16,114 16,890 17,354 17,334
1 株 当 た り
純 資 産 額 (円) 1,299.91 1,403.57 1,440.76 1,438.82

0

8,000

16,000

24,000

183期

18,765

184期

19,697

185期

19,738

186期

19,786

(単位：百万円)

●売上高

△1,200

△600

0

600

1,200 968

183期 184期

1,062

185期

524

186期
△873

(単位：百万円)

●親会社株主に帰属する当期純利益又は
   親会社株主に帰属する当期純損失(△)

△100

△50

0

50

100 78.18

183期 184期

86.08

185期

43.56

186期
△72.49

●1株当たり当期純利益又は
   1株当たり当期純損失(△)
　(単位：円)

0

10,000

20,000

30,000 26,461

183期 184期

27,673

185期

27,623

186期

30,289(単位：百万円)

●総資産
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8,000

4,000

16,000

20,000
16,114

183期 184期

16,890
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17,354

186期

17,334

●純資産

(単位：百万円)

0.00

400.00

800.00

1,200.00

1,600.00
1,299.91

183期 184期

1,403.57
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186期
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●１株当たり
　純資産額
(単位：円)

(5) 財産および損益の状況の推移
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会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率(％) 主 要 な 事 業 内 容
中 日 運 送 株 式 会 社 108百万円 100.0 当社製品の荷造および輸送
豊 友 物 産 株 式 会 社 84百万円 100.0 当社製品の販売
株 式 会 社 豊 苑 20百万円 100.0 緑化および造園
丰 和 （ 天 津 ） 机 床
有 限 公 司

6,000千
米ﾄﾞﾙ 100.0 当社製品の販売

ホ ー ワ ス カ メ シ ン
イ ン ド ネ シ ア 株 式 会 社

1,690千
米ﾄﾞﾙ 99.7 当社製品の販売

およびｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ

(6) 重要な子会社の状況

（注）1. 丰和（天津）机床有限公司は、在中国現地法人であります。
2. ホーワスカメシンインドネシア株式会社は、在インドネシア現地法人であります。

事 業 区 分 部 　 門 品　　　　　目
工 作 機 械 関 連 工 作 機 械 マシニングセンタ、トランスファーマシン、

精密中ぐり盤、深穴ボール盤、その他各種専用機、
自動化装置、工作機用ユニット、ロボットSIer

空 油 圧 機 器 パワーチャック、固定シリンダ、回転シリンダ、
ロッドレスシリンダ、クランプシリンダ、
その他空油圧機器

電 子 機 械 セラミック電子部品関連設備、
プリント基板用露光装置、実装基板検査装置

火 器 小銃、銃剣、自動てき弾銃、迫撃砲、発煙弾発射機、
発煙弾、スポーツライフル

特 装 車 両 路面清掃車、産業用清掃機、床面自動洗浄機、
防弾車両等特殊車両

建 材 アルミサッシ・ドア、樹脂サッシ、
スチールサッシ・ドア、シールドドア、高気密ドア、
防水板・防水扉・防水自動ドア

そ の 他 不動産賃貸、鉄鋼製品　など

(7) 主要な事業内容（2024年3月31日現在）
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名　　　　　　　称 所　　在　　地

当 社 本 店 ・ 本 社 工 場
東 京 事 務 所

愛 知 県 清 須 市
東 京 都 千 代 田 区

中 日 運 送 株 式 会 社 本 社 愛 知 県 清 須 市
豊 友 物 産 株 式 会 社 本 社 愛 知 県 清 須 市
株 式 会 社 豊 苑 本 社 愛 知 県 清 須 市
丰 和 （ 天 津 ） 机 床 有 限 公 司 本 社 中 国

ホーワスカメシンインドネシア株式会社 本 社 イ ン ド ネ シ ア

(8) 主要な営業所および工場（2024年3月31日現在）

事 業 区 分 使用人数（名） 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減
工 作 機 械 関 連 278 19名減
火 器 133 11名増
特 装 車 両   86 2名増
建 材   83 16名減
不 動 産 賃 貸   － －
国 内 販 売 子 会 社   20 2名減
国 内 運 送 子 会 社   86 3名減
そ の 他   10 －
全 社 （ 共 通 ）   59 15名減
合 計 755 42名減

(9) 使用人の状況（2024年3月31日現在）
①　企業集団の使用人の状況

（注）1. 使用人数は、就業人員であります。
2. 臨時従業員数については、従業員の100分の10未満であるため、記載を省略しております。
3. 全社（共通）として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。
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使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数
629名 37名減 45.1歳 16.9年

②　当社の使用人の状況

（注）使用人数は、就業人員であります。

借 入 先 借 入 額 （ 百 万 円 ）
シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン 1,700
株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 914

(10) 主要な借入先の状況（2024年3月31日現在）

　　（注）シンジケートローンは、株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとする計5行からの協調融資によるもの
　　　　　であります。

(11) その他企業集団の現況に関する重要な事項
　当社は、株式会社東京証券取引所の市場区分再編により2021年12月にプライム市場を選択し、当社株
式の上場市場は2022年4月にプライム市場に移行しましたが、2023年4月に市場区分の再選択措置が設け
られたことにより、同年10月20日付でスタンダード市場に移行しました。
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①　発行可能株式総数 40,000,000株
②　発行済株式の総数 12,548,134株（うち自己株式500,678株）
③　株主数 14,619名

株 主 名 持 株 数 （ 千 株 ） 持 株 比 率 （ ％ ）
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 645 5.3
日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 524 4.3
豊 和 工 業 協 力 グ ル ー プ 持 株 会 458 3.8
Ｊ Ｐ モ ル ガ ン 証 券 株 式 会 社 403 3.3
株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 243 2.0
豊 和 工 業 従 業 員 持 株 会 239 1.9
明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 150 1.2
損 害 保 険 ジ ャ パ ン 株 式 会 社 125 1.0
株 式 会 社 愛 知 銀 行 108 0.9
有 限 会 社 ノ ザ キ 100 0.8

区　　分 株 式 の 種 類 お よ び 数 交 付 対 象 者 数
取締役
（監査等委員である取締役および社外取締役を除く） 当社普通株式　12,935株 4名

２．会社の現況（2024年3月31日現在）
(1) 株式の状況

④　大株主

（注）1. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。
　　　2. 当社は、自己株式500千株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。

⑤　当事業年度中に職務執行の対価として当社取締役に交付した株式の状況

（注）当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告「２．(3) ②　取締役の報酬等」に記載しております。

(2) 新株予約権等の状況
　該当事項はありません。
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地 位 氏 名 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 塚 本 高 広 事業部門長

常 務 取 締 役 石 原 啓 充
総務部門長 兼 経理部長
兼 適正時間管理、基幹システム適正化推進担当
兼 基幹システム適正化プロジェクト
兼 サステナビリティ推進室

取 締 役 吉 田 匡 宏

事業部門技術開発統轄
兼 建材事業部長 兼 技術部長
兼 出来高向上、環境・ＤＸ、基幹システム適正
化推進担当
兼 基幹システム適正化プロジェクト
兼 サステナビリティ推進室

取 締 役 渡 辺 健 司 機械事業部長

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） 牧 野 康 二

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） 渡 邉 一 平 弁護士

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） 金 剛 宣 邦

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） 田 中 雅 子

(3) 会社役員の状況
①　取締役の氏名等（2024年3月31日現在）

     (注) 1. 取締役（監査等委員）渡邉一平、金剛宣邦および田中雅子の3氏は、社外取締役であります。
　　　　2. 取締役（監査等委員）牧野康二および金剛宣邦の両氏は、財務および会計に関する相当程度の知見を有

しております。
・ 取締役（監査等委員）牧野康二氏は、過去に当社の財務、経理関連業務を長年にわたり担当していた

ことがあり、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
・ 取締役（監査等委員）金剛宣邦氏は、金融機関での長年の業務経験があり、また、過去に岡谷鋼機株

式会社の取締役として、財務、経理関連部門を長年にわたり担当していたこともあり、財務および会
計に関する相当程度の知見を有するものであります。

　　　　3. 当社は、取締役（監査等委員）渡邉一平、金剛宣邦および田中雅子の3氏を東京証券取引所および名古屋
証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。なお、当社は、東京証
券取引所および名古屋証券取引所の定める独立性基準を当社の独立社外取締役の独立性判断基準としてお
ります。すなわち、以下のいずれかに該当する場合、独立役員として指定しないこととしております。
・本人または近親者が、当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者
・本人または近親者が、当社の主要な取引先またはその業務執行者
・本人または近親者が、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、
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地 位 氏 名 異 動 前 異 動 後

常 務 取 締 役 石 原 啓 充
総務部門長
兼 適正時間管理、基幹システム
適正化推進担当

総務部門長 兼 経理部長
兼 適正時間管理、基幹システム適正
化推進担当
兼 基幹システム適正化プロジェクト
兼 サステナビリティ推進室

会計専門家、法律専門家
・本人または近親者が、当社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行

者）
・本人または近親者が、当社または当社の子会社の業務執行者

　　　　4. 監査等委員会設置会社のもと、監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査を実
施しているため、必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監査等委員を選定しておりませ
ん。また、取締役（監査等委員を除く）からの情報収集および重要な社内会議における情報共有ならびに
内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を可能とすべく、監査等委員会室を設置しております。

　　　　5. 当社は、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置しており、指名報酬委員会での意見を取締役
の評価や報酬、人事に反映することにより、統治機能の強化を図っております。なお、指名報酬委員会
は、構成員の過半数を社外取締役とすることにより、取締役会の諮問に対し、透明性・客観性・公平性の
高い答申を行っております。また、指名報酬委員会は年4回開催しております。

　　　　6. 当社と各社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限
定する契約を締結しております。

　　　　　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める額であります。
　　　　7. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
　　　　　当社は、保険会社との間で、当社および事業報告「1．(6)重要な子会社の状況」に記載の子会社の取締

役、監査役、執行役員および会計監査人（当事業年度に在任していた者を含む。）を被保険者とする、会
社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担し
ております。

　　　　　当保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に
関する請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が補填するもので
あり、1年毎に契約更新しております。次回更新時には同内容での更新を予定しております。

　　　　　なお、当該保険契約では、当社が当該役員に対して損害賠償責任を追及する場合は保険契約の免責事項と
しており、また、填補する額について限度額を設けることにより、当該役員の職務の執行の適正性が損な
われないようにするための措置を講じております。

　　　　8. 当事業年度中の取締役担当異動は次のとおりであります。
　　　　 2023年7月1日付
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地 位 氏 名 異 動 前 異 動 後

取 締 役 吉 田 匡 宏

事業部門技術開発統轄
兼 建材事業部長 兼 技術部長
兼 出来高向上、環境・ＤＸ、基
幹システム適正化推進担当

事業部門技術開発統轄
兼 建材事業部長 兼 技術部長
兼 出来高向上、環境・ＤＸ、基幹シ
ステム適正化推進担当
兼 基幹システム適正化プロジェクト
兼 サステナビリティ推進室

地 位 氏 名 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

執 行 役 員
関 谷 勝 彦 豊友物産株式会社代表取締役社長

兼 中日運送株式会社取締役

川 島 健 次 特装車両事業部長
佐 藤 輝 彦 火器事業部長

　　　　9. 当社は経営の迅速化、効率化と業務執行の充実を目的として、執行役員制度を導入しております。執行
役員は以下の3名であります。

　　　　 2023年7月1日付

②　取締役の報酬等
イ．取締役の報酬等の内容の決定に関する方針等

　当社は、監査等委員である取締役の報酬は固定報酬のみとしております。
　取締役（監査等委員を除く）の報酬に関しては、2020年6月25日開催の取締役会において、取締役
（監査等委員を除く）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めた取締役報酬規程の改定を決議して
おります。
　報酬の決定にあたっては、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置しており、指名報酬委員会
での意見を取締役の評価や報酬、人事に反映することにより、統治機能の強化を図っております。なお、
指名報酬委員会は、構成員の過半数を社外取締役とすることにより、取締役会の諮問に対し、透明性・客
観性・公平性の高い答申を行っております。
　なお、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および
決定された報酬等の内容が当該方針と整合していることや、指名報酬委員会からの答申が尊重されている
ことを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
　取締役（監査等委員を除く）の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
　①固定報酬に関する方針
　職務内容を勘案して決定する基本報酬と役割に応じて決定する役づけ報酬で構成する
　②変動報酬に関する方針
　短期業績目標達成の動機づけを目的とし、前年度の連結営業利益に基づき役位別に設定した乗率により
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区　　分
報酬等の

総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数

（名）固定報酬 変動報酬 株式報酬

取締役（監査等委員を除く）
（うち社外取締役）

86
(－)

52
(－)

23
(－)

10
(－)

4
(－)

取締役（監査等委員）
（うち社外取締役）

21
(14)

21
(14) － － 4

(3)
合　計

（うち社外取締役）
108
(14)

74
(14)

23
(－)

10
(－)

8
(3)

支給する業績連動報酬と、業績数値だけでは測ることができない貢献度により支給する評価報酬で構成
する。ただし、会長および社長については、業績連動報酬のみとし、評価報酬は支給しない

　③株式報酬に関する方針
　中長期的な企業価値向上を図る動機づけと株主の皆様との価値共有を進めることを目的とし、固定報酬

金額の20％相当の譲渡制限付株式を付与する

ロ．当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）1. 取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、2015年6月25日開催の第177期定時株主総会において
          年額168百万円以内と決議いただいております。なお､取締役（監査等委員を除く）個々の報酬につい

ては、取締役会において決議しております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除く）の員
数は6名であります。また、当該報酬限度額の範囲内で、2020年6月25日開催の第182期定時株主総
会において、株式報酬の額を年額20百万円以内と決議いただいております。なお､取締役（監査等委員
を除く）個々の報酬については、取締役会において決議しております。当該株主総会終結時点の取締役
（監査等委員を除く）の員数は4名です。

　　　2. 取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2015年6月25日の第177期定時株主総会において、年額48百
万円と決議いただいております。なお、取締役（監査等委員）個々の報酬については、取締役（監査等
委員）の協議により決定しております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員）の員数は3名で
あります。

　　　3. 業績連動報酬と評価報酬で構成される変動報酬のうち、業績連動報酬にかかる業績指標は前年度の連結
営業利益に基づき役位別に設定した乗率により支給しております。当該指標を選択した理由は短期業績
目標達成の動機づけを目的とするためであります。なお、当連結会計年度における当該指標の実績は次
のとおりであります。
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支給対象月 業績指標 実績（百万円）

2023年4月~同年6月分 184期連結営業利益
（2022年3月期） 988

2023年7月~2024年3月分 185期連結営業利益
（2023年3月期） 452

区 分 氏 名 出席状況、発言状況および社外取締役に
期待される役割に関して行った職務の概要

社 外 取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 渡 邉 一 平

当事業年度に開催された取締役会12回全て、監査等委員
会10回全てに出席いたしました。主に弁護士としての専
門的見地から適宜質問をするとともに、必要に応じて意
見を述べるなど、社外取締役としての職責を十分に果た
しております。

社 外 取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 金 剛 宣 邦

当事業年度に開催された取締役会12回全て、監査等委員
会10回全てに出席いたしました。企業経営における豊富
な経験と見識を活かし、経営全般に対して適宜質問をす
るとともに、必要に応じて意見を述べるなど、社外取締
役としての職責を十分に果たしております。

社 外 取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 田 中 雅 子

当事業年度に開催された取締役会12回全て、監査等委員
会10回全てに出席いたしました。企業経営における豊富
な経験と見識を活かし、経営全般に対して適宜質問をす
るとともに、必要に応じて意見を述べるなど、社外取締
役としての職責を十分に果たしております。

　　　4. 株式報酬は当社の普通株式であり、割り当ての際の条件等は「イ．取締役の報酬等の内容の決定に関す
る方針等」のとおりであります。また、当事業年度における交付状況は「2.（1）⑤当事業年度中に職
務執行の対価として当社取締役に交付した株式の状況」に記載しております。

③　社外役員に関する事項
イ．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

　取締役（監査等委員）渡邉一平、金剛宣邦および田中雅子の3氏につきまして、記載すべき他の法人等
の業務執行者としての重要な兼職はありません。

ロ．当事業年度における主な活動状況
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支 払 額 （ 百 万 円 ）

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 29

当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の
利益の合計額 29

(4) 会計監査人の状況
①　名称　　　　　　　　　　栄監査法人

②　報酬等の額

（注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査
報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報
酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

③　監査等委員会が会計監査人の報酬等について同意をした理由
　監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容および報酬見積りの算出根拠等について、過年度の実績との
比較等の必要な検証を行った結果、適切であると判断したため、会計監査人の報酬等について同意を行ってお
ります。
④　会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総
会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全
員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後
最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

－ 25 －



(5) 業務の適正を確保するための体制
　取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他当社の業務ならびに当社お
よび当社子会社から成る企業集団（以下、「グループ」といいます）の業務の適正を確保するための体制につい
ての決定内容は以下のとおりであります。

1.　グループ各社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
　グループ各社は、事業活動における法令、定款、社内規則および企業倫理の遵守を確保するため、「コンプ
ライアンス規程」を制定する。
　グループ各社の役職員がそれぞれの立場でコンプライアンスを充分認識して業務遂行にあたるよう、「行動
基準」を定め、マニュアルの配布等を通じて周知徹底する。
　また、グループ各社を対象とした内部通報制度を設けて、役職員がコンプライアンス違反行為を知ったと
き、または自らの行動について判断に迷うときは、内部通報窓口へ通報・相談するものとし、通報者に対し
て、不利な取扱いを行わない。

2.　当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
　当社は、稟議書、重要会議の議事録その他職務執行に係る文書・情報を「文書保存規程」等の社内規則に従
い適切に保存・管理する。

3.　グループ各社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社は、コンプライアンス、情報セキュリティ、品質、環境、輸出管理および災害等に係るリスクの予防・
管理を行うため、「リスク管理規程」を制定するとともに、リスク管理委員会を設置してリスク管理体制を構
築する。
　また、当社は、子会社に対し、経営上の重要事項について当社への報告または承認を義務づけ、グループ各
社全体としてリスク管理を行う。
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4.　グループ各社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　当社は、「職務権限規程」に基づく責任と権限および意思決定ルールにより、取締役の職務執行が適正かつ
効率的に行われる体制をとる。
　当社は、グループ各社を管理する担当部署を設置し、グループ各社の職務執行が適正かつ効率的に行われる
ために必要な管理を行う。
　グループ各社は、年度予算を設定し、当該予算を達成するために効率的な職務執行を行う。

5.　グループ各社における業務の適正を確保するための体制
　当社は、他社との取引、会計処理等の業務活動が会社の経営方針、法令・社内規則に従い適正かつ効率的に
行われているかを監査するため、「内部監査規程」を制定するとともに、内部監査委員会を設置して、グルー
プ各社に対する内部監査を実施し、グループ各社の業務の適正を確保する。
　また、当社は、子会社に対し、業務執行状況・財務状況等を定期的に当社に報告させるとともに、経営上の
重要事項が発生した場合は直ちに報告させる。

6.　当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項、当該取締役および使用人の他の
取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性に関する事項ならびに監査等委員会の当該取締役およ
び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
　監査等委員会の職務について、監査等委員会室が補助する。
　監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、補助業務に関して、もっぱら監査等委員会の指揮命令に従うも
のとする。
　また、監査等委員会の職務を補助すべき使用人の人事異動および人事評価については、監査等委員会の意見
を尊重する。

7.　グループ各社の取締役、使用人等が当社の監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報
告に関する体制
　監査等委員は、重要会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要文書を閲覧し、必要に応
じてグループ各社の取締役、使用人等に対して報告を求めることができるものとする。
　また、グループ各社の取締役、使用人等は、グループ各社に著しい影響を及ぼす恐れのある事実を発見した
ときは、直ちに監査等委員会に対して報告することとする。
　内部監査委員会は、監査等委員会に対し、内部監査の結果および内部通報の状況を定期的に報告することと
する。
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8.　当社の監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保す
るための体制
　当社は、監査等委員会へ報告した者に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを
禁止し、その旨をグループ各社に周知徹底する。

9.　当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行につい
て生ずる費用または債務の処理に係る方針
　当社は、監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払または償還等の請求をしたときは、監査等
委員の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに処理する。

10. その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　監査等委員会は、会計監査人および内部監査委員会と定期的に情報交換を行い、必要に応じて連携を図り、
実効的な監査業務を遂行する。

(6) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
1.　コンプライアンス体制

　グループ各社は、コンプライアンスが経営上の重要事項であることを認識し、法令、定款、社会倫理および
諸規則を遵守した事業活動を展開しております。そのために、コンプライアンス規程を整備するとともにグル
ープ各社の役職員が遵守すべき行動基準を定め、周知・啓蒙および教育・研修を行っております。
　また、グループ各社の役職員が、他の役職員の法令等に違反する行為を知った場合は、内部通報窓口に通報
するように義務付け、問題の早期発見と予防に努めております。

2.　リスク管理体制
　当社は、リスク管理規程を整備して、グループ各社に係る様々なリスクに対する評価を行い、対応を協議
し、必要な措置を講じております。
　また、事業活動に係るリスクを事前に予防、排除、軽減するために取引審査制度を設け、取引前に内部監査
委員会が取引の適正性と妥当性について審査しております。

3.　情報保存管理体制
　グループ各社は、株主総会議事録、取締役会議事録、稟議書、その他重要な意思決定に関する文書等を法令
および社内規則に従って適正に保存・管理しております。
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4.　グループ管理体制
　当社の子会社は、子会社管理規程に基づき月次で財務状況と業務執行状況を当社に報告しており、所管部署
および関係者が状況を確認しております。また、子会社とは定期的に業務執行状況、問題点等について意見交
換しております。

5.　監査体制
　監査等委員である取締役は、取締役会に加え経営会議やリスク管理委員会、執行役員会およびその他の重要
な会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要文書の閲覧等を通じて業務執行状況を監視し
ております。
　また、会計監査人および内部監査委員会と定期的に情報交換を行い、連携を密にして監査の実効性を向上さ
せております。
　なお、監査等委員会室を設置し、適宜、監査等委員の職務の補助や監査等委員へ情報提供を行う体制を構築
しております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（注）　本事業報告中の記載金額、株式数および比率は、表示単位未満を切捨てて表示しております。ただし、1株当たり

当期純利益および1株当たり純資産額は、表示単位未満を四捨五入して表示しております。
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　　　　　（ご参考）

内部監査委員会

内部統制部門

【内部統制統括・
内部通報窓口】

【会社統制・業務プロ
セスに係る内部監査】

株主総会

取締役会

取締役 監査等委員の取締役
（監査等委員会）

会計監査人

（経営者）
代表取締役社長 指示

経営会議
（兼リスク管理委員会）

【重要な経営課題の協議・
答申及び事業運営に係る
重要なリスクの識別・対応】

執行役員会
【業務執行方針・経営課題等の協議、

執行状況の報告】

適法性監査
妥当性監査

指名報酬委員会

監査等委員会室
報告

選
任
・

解
任

選
任
・

解
任

連
携

連
携

連
携

補
助

報
告

指
示

答
申

諮
問

選
定
・

監
督

意
思
決
定
・
指
示

申
請
・
報
告

内
部
監
査

内
部
通
報

監
査
等

管
理
・

監
督

内部監査部門

各業務部門・グループ子会社

コーポレートガバナンス体制図

（取締役会）
　 業務執行に関する重要事項について、意思決定を行う

（監査等委員会）
　 経営の健全性の維持・強化を図り、経営全般について取締役の職務執行をチェックする

（指名報酬委員会）
　 取締役の報酬、評価および選解任を諮問

（経営会議）
　 経営の重要案件を審議する

（執行役員会）
　 執行役員の所管する業務等の進行報告を行う

（内部監査委員会）
　 内部業務監査を実施する

（会計監査人）
　 監査契約を締結している栄監査法人から会計監査を受ける

（監査等委員会室）
　 監査等委員会の円滑な職務遂行を補助
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（2024年3月31日現在）
（単位　百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（資　産　の　部） （負　債　の　部）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
契 約 資 産
リ ー ス 投 資 資 産
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機械装置及び運搬具
工具、器具及び備品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア 等
ソフトウェア仮勘定

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
退職給付に係る資産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

21,033
3,897
1,463
2,340
3,490
1,346
1,068
1,242
4,196
1,420
567
△0

9,255
3,193
1,192
661
116
502
132
588
406
405
1

5,655
5,035
245
407
△32　

流 動 負 債 6,733
買 掛 金 2,429
電 子 記 録 債 務 796
短 期 借 入 金 2,032
リ ー ス 債 務 14
未 払 金 101
未 払 費 用 601
未 払 法 人 税 等 62
未 払 消 費 税 等 48
契 約 負 債 218
賞 与 引 当 金 304
工 事 損 失 引 当 金 0
製 品 保 証 引 当 金 73
そ の 他 51

固 定 負 債 6,222
長 期 借 入 金 4,066
リ ー ス 債 務 130
繰 延 税 金 負 債 799
退 職 給 付 に 係 る 負 債 819
資 産 除 去 債 務 93
そ の 他 312

負 債 合 計 12,955
（純　資　産　の　部）

株 主 資 本 14,835
資 本 金 9,019
資 本 剰 余 金 0
利 益 剰 余 金 6,231
自 己 株 式 △416

その他の包括利益累計額 2,498
その他有価証券評価差額金 2,341
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 0
為 替 換 算 調 整 勘 定 113
退職給付に係る調整累計額 42

純 資 産 合 計 17,334
資 産 合 計 30,289 負 債 ・ 純 資 産 合 計 30,289

連 結 貸 借 対 照 表
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（2023年 4月  1日から
2024年 3月31日まで）

（単位　百万円）
科 目 金 額

売 上 高 19,786
売 上 原 価 16,298

売 上 総 利 益 3,488
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,100

営 業 利 益 388
営 業 外 収 益

受 取 利 息 2
受 取 配 当 金 147
助 成 金 収 入 3
雑 収 益 84 238

営 業 外 費 用
支 払 利 息 17
遊 休 資 産 維 持 管 理 費 用 20
シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン 手 数 料 66
雑 損 失 56 160
経 常 利 益 466

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 7 7

特 別 損 失
減 損 損 失 1,342
固 定 資 産 除 売 却 損 0 1,342

税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 868
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 64
法 人 税 等 調 整 額 △59
当 期 純 損 失 873
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 損 失 873

連 結 損 益 計 算 書
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（2023年 4月  1日から
2024年 3月31日まで）

（単位　百万円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計
当連結会計年度期首残高 9,019 0 7,346 △417 15,949
当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △240 △240
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 損 失 △873 △873
譲 渡 制 限 付 株 式 報 酬 △0 10 10
自 己 株 式 の 取 得 △9 △9
株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 （ 純 額 ） －

当連結会計年度変動額合計 － △0 △1,114 1 △1,113
当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 9,019 0 6,231 △416 14,835

連結株主資本等変動計算書
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そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
純 資 産 合 計その他有価証券

評 価 差 額 金
繰延ヘッジ
損 益

為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に係る
調 整 累 計 額

その他の包括利益
累 計 額 合 計

当連結会計年度期首残高 1,289 △0 105 10 1,405 17,354
当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － △240
親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失 － △873

譲 渡 制 限 付 株 式 報 酬 － 10
自 己 株 式 の 取 得 － △9
株主資本以外の項目の当連
結会計年度変動額（純額） 1,052 1 7 31 1,093 1,093

当連結会計年度変動額合計 1,052 1 7 31 1,093 △20
当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 2,341 0 113 42 2,498 17,334
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（2024年3月31日現在）
(単位　百万円)

科 目 金 額 科 目 金 額
（資　産　の　部） （負　債　の　部）

流 　 動 　 資 　 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
契 約 資 産
リ ー ス 投 資 資 産
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
未 収 入 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 　 定 　 資 　 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工具、器具及び備品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア 等
ソフトウェア仮勘定
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
関 係 会 社 出 資 金
長 期 前 払 費 用
前 払 年 金 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

19,262
2,710
1,434
2,181
3,303
1,346
1,068
1,215
4,134
1,415
76
376
△0

9,175
3,031
990
200
550
39
109
419
132
588
385
384
1

5,758
4,421
826
0
21
159
361
△32　

流 　 動 　 負 　 債 7,278
買 掛 金 2,311
電 子 記 録 債 務 796
短 期 借 入 金 2,982
リ ー ス 債 務 14
未 払 金 78
未 払 費 用 514
未 払 法 人 税 等 50
未 払 消 費 税 等 36
契 約 負 債 117
賞 与 引 当 金 258
工 事 損 失 引 当 金 0
製 品 保 証 引 当 金 73
そ の 他 44

固 　 定 　 負 　 債 6,085
長 期 借 入 金 4,066
リ ー ス 債 務 130
繰 延 税 金 負 債 733
退 職 給 付 引 当 金 754
資 産 除 去 債 務 93
そ の 他 307

負 債 合 計 13,364
（純　資　産　の　部）

株 主 資 本 12,924
資 本 金 9,019
資 本 剰 余 金 0
そ の 他 資 本 剰 余 金 0

利 益 剰 余 金 4,320
利 益 準 備 金 285
そ の 他 利 益 剰 余 金 4,035
繰 越 利 益 剰 余 金 4,035

自 己 株 式 △416
評 価 ・ 換 算 差 額 等 2,148
その他有価証券評価差額金 2,148
純 資 産 合 計 15,073

資 産 合 計 28,438 負 債 ・ 純 資 産 合 計 28,438

貸　借　対　照　表
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（2023年 4月  1日から
2024年 3月31日まで）

（単位　百万円）
科 目 金 額

売 上 高 17,225
売 上 原 価 14,147

売 上 総 利 益 3,077
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,787
営 業 利 益 290

営 業 外 収 益
受 取 利 息 0
受 取 配 当 金 210
助 成 金 収 入 3
雑 収 益 51 267

営 業 外 費 用
支 払 利 息 19
遊 休 資 産 維 持 管 理 費 用 20
シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン 手 数 料 66
雑 損 失 56 163
経 常 利 益 394

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 5 5

特 別 損 失
減 損 損 失 1,342
固 定 資 産 除 売 却 損 0 1,342

税 引 前 当 期 純 損 失 942
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 21
法 人 税 等 調 整 額 △60
当 期 純 損 失 903

損　益　計　算　書
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（2023年 4月  1日から
2024年 3月31日まで）

（単位　百万円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株 主 資 本
合 計そ の 他

資 本 剰 余 金
資 本 剰 余 金
合 計 利 益 準 備 金

そ の 他
利 益 剰 余 金 利 益 剰 余 金

合 計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 9,019 0 0 261 5,204 5,465 △417 14,068
当 期 変 動 額

利益準備金の積立 － 24 △24 － －
剰 余 金 の 配 当 － △240 △240 △240
当 期 純 損 失 － △903 △903 △903
譲渡制限付株式報酬 △0 △0 － 10 10
自 己 株 式 の 取 得 － － △9 △9
株 主 資 本 以 外 の
項目の当期変動額
（ 純 額 ）

－ － －

当 期 変 動 額 合 計 － △0 △0 24 △1,168 △1,144 1 △1,143
当 期 末 残 高 9,019 0 0 285 4,035 4,320 △416 12,924

株主資本等変動計算書
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評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証

券 評 価 差 額 金 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 1,188 0 1,188 15,256
当 期 変 動 額

利益準備金の積立 － －
剰 余 金 の 配 当 － △240
当 期 純 損 失 － △903
譲渡制限付株式報酬 － 10
自 己 株 式 の 取 得 － △9
株 主 資 本 以 外 の
項目の当期変動額
（ 純 額 ）

960 △0 960 960

当 期 変 動 額 合 計 960 △0 960 △182
当 期 末 残 高 2,148 － 2,148 15,073
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指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 林 　 浩 史
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 井 上 友 貴

独立監査人の監査報告書
2024年5月20日

豊　和　工　業　株　式　会　社
取　締　役　会　御　中

栄 監 査 法 人
　 名 古 屋 事 務 所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、豊和工業株式会社の2023年４月１日から2024年３
月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変
動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、豊和工業株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況
を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手したと判断している。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示
することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締
役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討する
こと、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこと
にある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実
を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

連結計算書類に係る会計監査報告書　謄本
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　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
　・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
　　査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
　　る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
　・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
　　リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
　　討する。
　・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
　　理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
　・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
　　拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
　　られるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書にお
　　いて連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項
　　が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結
　　論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
　　として存続できなくなる可能性がある。
　・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
　　ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算
　　書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
　・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査
　　証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人
　　は、単独で監査意見に対して責任を負う。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じ
ている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容に
ついて報告を行う。
利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。

以　上
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指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 林 　 浩 史
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 井 上 友 貴

独立監査人の監査報告書
2024年5月20日

豊　和　工　業　株　式　会　社
取　締　役　会　御　中

栄 監 査 法 人
　 名 古 屋 事 務 所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、豊和工業株式会社の2023年４月１日から
2024年３月31日までの第186期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示
することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締
役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその
他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことに
ある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実
を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計
算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
　・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
　　査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
　　る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
　・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
　　スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討
　　する。
　・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
　　理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
　・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
　　に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら
　　れるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書におい
　　て計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切
　　でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監
　　査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存
　　続できなくなる可能性がある。
　・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
　　いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が
　　基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じ
ている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容に
ついて報告を行う。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書
　当監査等委員会は、2023年4月1日から2024年3月31日までの第186期事業年度における取締役の職務の執
行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

1． 監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並び
に当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び
運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で
監査を実施しました。
①　監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、当社の内部監査部門と連携の上、重要な会議に

出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、
重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、
子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社
から事業の報告を受けました。

②　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会
計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査
人から職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制として会社計算規則第131条各号に掲げる
事項を適切に整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

監査等委員会の監査報告書　謄本
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2． 監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めま
す。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められませ
ん。

③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ
ん。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人栄監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人栄監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2024年5月21日
豊和工業株式会社　監査等委員会

監 査 等 委 員 牧 野 康 二 ㊞
監 査 等 委 員 渡 邉 一 平 ㊞
監 査 等 委 員 金 剛 宣 邦 ㊞
監 査 等 委 員 田 中 雅 子 ㊞

　
（注）　監査等委員渡邉一平、金剛宣邦及び田中雅子は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外取締役であ

ります。

以　上
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株主メモ

事 業 年 度 毎年４月１日から翌年３月31日まで 住所変更等株式に関するお手続きの
お申出先について

　株主様が口座を開設されている口座管理機
関（証券会社）へお申出ください。なお、特
別口座に記録された株式をご所有の株主様
は、特別口座の口座管理機関である三井住友
信託銀行株式会社にお申出ください。

未払配当金の支払いについて

受け取られていない配当金がある場合
は、支払開始日から３年以内であれば、お
受け取りいただけます。その際は株主名簿
管理人である三井住友信託銀行株式会社に
お申出ください。
　

定時株主総会 毎年６月
基 準 日 定時株主総会・期末配当：毎年３月31日

中間配当：毎年９月30日
単 元 株 式 数 100株
公 告 方 法 当社公告については、当社ウェブサイト（https://www.

howa.co.jp/）に掲載します。
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による
公告をすることができない場合は､中日新聞に掲載いたします｡

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
三井住友信託銀行株式会社

特 別 口 座 の
口座管理機関

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
三井住友信託銀行株式会社

郵便物送付先 〒168-0063　東京都杉並区和泉二丁目８番４号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

（電話照会先） 電話　0120-782-031（フリーダイヤル）
※受付時間：土・日・祝日・銀行休業日を除く９:00～17:00
取次事務は三井住友信託銀行株式会社の本店および全国各支店
で行っております。

単元未満株式の買取・買増制度のご案内

単元未満株式（100株未満）は、市場での売買はできませんが、買取・買増制度をご利用いただけます。

買取制度

単元未満株式を
市場価格で買い取ります

20 株
－ ＝

例）…当社株式を120株保有の場合

120 株 100 株

お持ちの
株式

単元株式
（売買可能）

単元株式に対する不足分を当社から
購入いただくことができます

20 株
＋ ＝

例）…当社株式を80株保有の場合買増制度

80 株 100 株

お持ちの
株式

単元株式
（売買可能）

特別口座で株式を保有されている株主様へのご案内

2009年の株券電子化実施に伴い、株券を証券保管振替機構に預けられていない株式については、特別口座に
記録されております。
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株主総会会場ご案内

会　場 名古屋市中区栄二丁目10番19号
名古屋商工会議所　３階　第５会議室　電話　＜052＞223－5620

交　通 地下鉄　　「伏見駅」下車　５番出口　南へ徒歩10分

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

地下鉄
名城線

中部電力
MIRAI TOWER

栄

矢場町

若宮通（100Ｍ道路）
白川公園

地下鉄鶴舞線

広小路通

地下鉄東山線

地下鉄桜通線

伏
見
通

伏
見

名古屋城

桜通

錦通

大
津
通

Ｎ至大阪

名
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屋
駅

JR
東
海

名
鉄

至
東
京

近
鉄

名古屋
商工会議所


